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社
会
教
育
主
事
講
習
等
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案

社
会
教
育
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
号
）
第
九
条
の
四
第
三
号
及
び
第
九
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
社

会
教
育
主
事
講
習
等
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年

月

日

文
部
科
学
大
臣

林

芳
正

社
会
教
育
主
事
講
習
等
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

社
会
教
育
主
事
講
習
等
規
程
（
昭
和
二
十
六
年
文
部
省
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し

た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

参 考 １
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改

正

後

改

正

前

（
科
目
の
単
位
）

（
科
目
の
単
位
）

第
三
条

社
会
教
育
主
事
と
な
る
資
格
を
得
よ
う
と
す
る
者
は
、
講
習
に
お
い
て

第
三
条

社
会
教
育
主
事
と
な
る
資
格
を
得
よ
う
と
す
る
者
は
、
講
習
に
お
い
て

次
の
表
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
科
目
の
単
位
を
修
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

次
の
表
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
科
目
の
単
位
を
修
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

科

目

単
位
数

科

目

単
位
数

二

二

生
涯
学
習
概
論

生
涯
学
習
概
論

二

二

生
涯
学
習
支
援
論

社
会
教
育
計
画

二

二

社
会
教
育
経
営
論

社
会
教
育
演
習

二

三

社
会
教
育
演
習

社
会
教
育
特
講

備
考一

生
涯
学
習
概
論
は
、
お
お
む
ね
、
生
涯
学
習
の
意
義
、
学
習
者
の

特
性
と
学
習
の
継
続
発
展
、
生
涯
学
習
と
家
庭
教
育
、
生
涯
学
習
と

学
校
教
育
、
生
涯
学
習
と
社
会
教
育
、
生
涯
学
習
社
会
に
お
け
る
各

教
育
機
能
相
互
の
連
携
と
体
系
化
、
生
涯
学
習
社
会
の
学
習
シ
ス
テ

ム
、
生
涯
学
習
関
連
施
策
の
動
向
、
社
会
教
育
の
意
義
、
社
会
教
育

と
社
会
教
育
行
政
、
社
会
教
育
の
内
容
、
社
会
教
育
の
方
法
・
形

態
、
社
会
教
育
指
導
者
、
社
会
教
育
施
設
の
概
要
、
学
習
情
報
提
供

と
学
習
相
談
の
意
義
等
の
事
項
に
つ
い
て
授
業
を
行
う
も
の
と
す

る
。
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二

社
会
教
育
計
画
は
、
お
お
む
ね
、
地
域
社
会
と
社
会
教
育
、
社
会

教
育
調
査
と
デ
ー
タ
の
活
用
、
社
会
教
育
事
業
計
画
、
社
会
教
育
の

対
象
の
理
解
と
組
織
化
、
学
習
情
報
の
収
集
整
理
と
提
供
の
た
め
の

シ
ス
テ
ム
の
構
築
と
運
用
、
学
習
相
談
の
方
法
、
社
会
教
育
の
広

報
・
広
聴
、
社
会
教
育
施
設
の
経
営
、
社
会
教
育
の
評
価
等
の
事
項

に
つ
い
て
授
業
を
行
う
も
の
と
す
る
。

三

社
会
教
育
特
講
は
、
国
際
化
と
社
会
教
育
、
高
齢
化
と
社
会
教

育
、
情
報
化
と
社
会
教
育
、
家
庭
教
育
と
社
会
教
育
、
青
少
年
問
題

と
社
会
教
育
、
婦
人
問
題
と
社
会
教
育
、
環
境
問
題
と
社
会
教
育
、

同
和
問
題
と
社
会
教
育
、
社
会
教
育
行
政
、
視
聴
覚
教
育
、
学
校
開

放
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
、
社
会
体
育
、
健
康
教
育
、
消
費
者
教

育
、
文
化
財
の
保
護
、
社
会
福
祉
と
社
会
教
育
、
企
業
内
教
育
・
職

業
訓
練
、
民
間
の
教
育
・
学
習
機
関
等
の
事
項
の
う
ち
か
ら
選
択
し

て
授
業
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
修
了
証
書
の
授
与
）

（
修
了
証
書
の
授
与
）

第
八
条

講
習
を
行
う
大
学
そ
の
他
の
教
育
機
関
の
長
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ

第
八
条

講
習
を
行
う
大
学
そ
の
他
の
教
育
機
関
の
長
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ

り
八
単
位
以
上
の
単
位
を
修
得
し
た
者
に
対
し
て
、
講
習
の
修
了
証
書
を
与
え

り
九
単
位
以
上
の
単
位
を
修
得
し
た
者
に
対
し
て
、
講
習
の
修
了
証
書
を
与
え

る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

２
［
略
］

２
［
同
上
］

３

第
一
項
に
規
定
す
る
修
了
証
書
を
授
与
さ
れ
た
者
は
、
社
会
教
育
士
（
講

［
項
を
加
え
る
。
］

習
）
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
十
一
条

法
第
九
条
の
四
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
大
学
に
お
い
て
修
得
す
べ
き

第
十
一
条

法
第
九
条
の
四
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
大
学
に
お
い
て
修
得
す
べ
き

社
会
教
育
主
事
の
養
成
に
係
る
社
会
教
育
に
関
す
る
科
目
の
単
位
は
、
次
の
表

社
会
教
育
に
関
す
る
科
目
の
単
位
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

科

目

単
位
数

科

目

単
位
数

生
涯
学
習
概
論

四

生
涯
学
習
概
論

四

生
涯
学
習
支
援
論

四

社
会
教
育
計
画

四

社
会
教
育
経
営
論

四

社
会
教
育
演
習
、
社
会
教
育
実
習
又
は
社
会
教
育
課
題
研
究
の

四

社
会
教
育
特
講

八

う
ち
一
以
上
の
科
目

社
会
教
育
実
習

一

社
会
教
育
特
講

社
会
教
育
演
習
、
社
会
教
育
実
習
又
は
社
会
教
育
課
題
研
究
の

三

社
会
教
育
特
講
Ｉ
（
現
代
社
会
と
社
会
教
育
）

う
ち
一
以
上
の
科
目

社
会
教
育
特
講
Ⅱ
（
社
会
教
育
活
動
・
事
業
・
施
設
）

十
二

社
会
教
育
特
講
Ⅲ
（
そ
の
他
必
要
な
科
目
）

備
考

社
会
教
育
特
講
は
、
Ｉ
、
Ⅱ
及
び
Ⅲ
に
わ
た
つ
て
開
設
し
履
修
さ

せ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

２
［
略
］

２
［
同
上
］

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
修
得
す
べ
き
科
目
の
単
位
を
全
て
修
得
し
た
者
は
、

［
項
を
加
え
る
。
］

社
会
教
育
士
（
養
成
課
程
）
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
、
改
正
前
の
社
会
教
育
主
事
講
習
等
規
程
（
以
下
「
旧
規
程
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り

社
会
教
育
主
事
の
講
習
を
修
了
し
た
者
は
、
改
正
後
の
社
会
教
育
主
事
講
習
等
規
程
（
以
下
「
新
規
程
」
と
い
う
。
）
の
規

定
に
よ
り
社
会
教
育
主
事
の
講
習
を
修
了
し
た
も
の
と
み
な
す
。

３

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
、
次
の
表
中
旧
規
程
第
三
条
に
規
定
す
る
講
習
に
お
け
る
科
目
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
旧
講
習
科
目
」
と
い
う
。
）
の
欄
に
掲
げ
る
科
目
の
単
位
を
修
得
し
た
者
が
、
新
た
に
社
会
教
育
主
事
と
な
る
資
格
を
得

よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
既
に
修
得
し
た
旧
講
習
科
目
の
単
位
は
、
当
該
講
習
科
目
に
相
当
す
る
新
規
程
第
三
条
に
規
定
す

る
講
習
に
お
け
る
科
目
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
講
習
科
目
」
と
い
う
。
）
の
単
位
と
み
な
す
。

旧
講
習
科
目

単
位
数

新
講
習
科
目

単
位
数

生
涯
学
習
概
論

二

生
涯
学
習
概
論

二

社
会
教
育
演
習

二

社
会
教
育
演
習

二

４

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
、
旧
規
程
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
教
育
に
関
す
る
科
目
（
以
下
「
旧
科
目
」
と
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い
う
。
）
の
単
位
の
全
部
を
修
得
し
た
者
は
、
新
規
程
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
教
育
に
関
す
る
科
目
（
以
下

「
新
科
目
」
と
い
う
。
）
の
単
位
の
全
部
を
修
得
し
た
も
の
と
み
な
す
。

５

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
か
ら
引
き
続
き
大
学
に
在
学
し
て
い
る
者
で
、
当
該
大
学
を
卒
業
す
る
ま
で
に
旧
科
目
の
単
位

の
全
部
を
修
得
し
た
者
は
、
新
科
目
の
単
位
の
全
部
を
修
得
し
た
も
の
と
み
な
す
。

６

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
か
ら
引
き
続
き
大
学
に
在
学
し
て
い
る
者
で
、
当
該
大
学
を
卒
業
す
る
ま
で
に
次
の
表
中
新
科

目
の
欄
に
掲
げ
る
科
目
の
単
位
を
修
得
し
た
者
は
、
当
該
科
目
に
相
当
す
る
旧
科
目
の
欄
に
掲
げ
る
科
目
の
単
位
を
修
得
し

た
も
の
と
み
な
す
。

新
科
目

単
位
数

旧
科
目

単
位
数

生
涯
学
習
概
論

四

生
涯
学
習
概
論

四

社
会
教
育
経
営
論

四

社
会
教
育
計
画

四

生
涯
学
習
支
援
論

四

社
会
教
育
特
講

十
二

社
会
教
育
特
講

八

社
会
教
育
特
講
Ⅰ
（
現
代
社
会
と
社
会
教
育
）

社
会
教
育
特
講
Ⅱ
（
社
会
教
育
活
動
・
事
業
・
施
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設
）

社
会
教
育
特
講
Ⅲ
（
そ
の
他
必
要
な
科
目
）

社
会
教
育
実
習

一

社
会
教
育
演
習
、
社
会
教
育
実
習
又
は
社
会
教
育
課

四

社
会
教
育
演
習
、
社
会
教
育
実
習
又
は
社
会
教

三

題
研
究
の
う
ち
一
以
上
の
科
目

育
課
題
研
究
の
う
ち
一
以
上
の
科
目

７

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
、
次
の
表
中
旧
科
目
の
欄
に
掲
げ
る
科
目
の
単
位
を
修
得
し
た
者
が
、
新
た
に
社
会
教
育
主

事
と
な
る
資
格
を
得
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
既
に
修
得
し
た
旧
科
目
の
単
位
は
、
当
該
科
目
に
相
当
す
る
新
科
目
の
単
位

と
み
な
す
。

旧
科
目

単
位
数

新
科
目

単
位
数

生
涯
学
習
概
論

四

生
涯
学
習
概
論

四

社
会
教
育
特
講

八

社
会
教
育
特
講

八

社
会
教
育
実
習

一

社
会
教
育
実
習

一

社
会
教
育
演
習
、
社
会
教
育
実
習
又
は
社
会
教

四

社
会
教
育
実
習

一
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育
課
題
研
究
の
う
ち
一
以
上
の
科
目

社
会
教
育
演
習
、
社
会
教
育
実
習
又
は
社
会
教
育
課

三

題
研
究
の
う
ち
一
以
上
の
科
目

８

附
則
第
二
項
又
は
第
四
項
、
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
に
つ
い
て
は
、
第
八
条
第
三
項
又
は
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
は
、

適
用
し
な
い
。


